
平成 21 年 1 月より、産科医療補償制度に登録し出産すると、 
被保険者・家族出産育児一時金が３８万円となります 
 

平成 21 年 1 月 1 日より、「産科医療補償制度」がスタートします。 

この制度に登録する妊産婦さんには、被保険者・家族出産育児一時金として制度の 

費用を加算した額（1 児につき 38 万円）が支給されます。 

※ 死産等を含み、妊娠 22 週以降の出産に限ります。 

 

手続き方法 

産科医療補償制度に加入している施設（病院、診療所、助産所等）が発行する領収書 

（請求書）のコピーと出産育児一時金の請求書を各事業所担当者にご提出ください。 

※ 領収書には施設が所定のスタンプを押印することになってお

りますのでご確認ください。（右図参照） 

※ 事前に出産費用が必要になった場合（受取代理制度をご希望の

方）は、出産後に出産育児一時金の請求書のみを各事業所担当

者にご提出ください。 

 

産科医療補償制度について

産科医療補償制度とは 

お産の場面では、赤ちゃんが健康で、元気に生ま

れてくるために、医師や助産師などが大変な努力を

していますが、それでも予期せぬできごとが起こっ

てしまうことがあります。 

この制度は、赤ちゃんがお産に関連して重度の脳

性まひを発症した場合に、速やかに補償を受けるこ

とができることに加え、その原因を分析することな

どによって、安心して産科医療を受けられる環境整

備を目指すものです。 

 

出産する施設が産科医療補償制度に加入している

か確認するには 

・加入施設には加入証の掲示があります（下図参照）。 

・以下の産科医療補

償制度のホーム

ページから全国

の加入施設リス

トをご覧いただ

けます。 

 

制度における妊産婦登録 

加入施設で出産する妊産婦さんは妊娠 22 週まで

に、お名前、出産予定日や出産予定の赤ちゃんの人

数等を登録します。 

 

 

 

 

里帰り出産の場合 

実際に出産する施設で登録します。転院する場合

は転院先へ登録証(控)を提示して、再登録します。 

出産する施設が制度に加入しているか必ずご確

認ください。 

 

補償の対象となるのは 

加入施設の医学的管理下における出産で、次の基

準を満たす状態で出生した赤ちゃんが対象になり

ます。 

1.出生体重が 2,000g 以上かつ妊娠 33 週以上 

2.身体障害者 1・2 級相当の重症児 

なお、出生体重・在胎週数の基準を下回る場合で

も、妊娠 28 週以上の赤ちゃんについては、出産に

関連して発症した脳性まひに該当するか否かとい

う観点から個別審査を行います。 

ただし、先天性要因等の除外基準等に該当する赤

ちゃんは対象外となります。 

詳しくは下記のお問い合わせ先、もしくは産科医

療補償制度のホームページをご覧ください。 

 

制度についてのお問い合わせ先 

財団法人日本医療機能評価機構（制度の運営組織） 

電話：０３－５８００－２２３１ 

受付時間：午前９時～午後５時（土日祝除く） 

 

産科医療補償制度のホームページ 

http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/ 

 

      
       

産科医療補償 
制度加入機関  

※分娩後、出産育児一時金等の申請の際は、 
   この領収書の写しが必要となります。 
 

(産科医療補償制度の対象分娩です。) 


